
大和市告示第９８号 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和３年４月３０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱（平成２７年大和市告示第５８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１補助対象経費の欄中「障がい児童の受入れ強化促進」を「障がい児の受入推進」に改め、

「放課後児童支援員の」の次に「キャリアアップ及び」を加え、同表補助金の額又はその算定方法

の欄中「２，５１０，０００円」を「２，５５３，０００円」に、「２８，０００円」を

「２９，０００円」に、「４，５７７，０００円」を「４，６７２，０００円」に、「６３，０００

円」を「６７，０００円」に、「１８，０００円」を「１９，０００円」に、「３９９，０００

円」を「４０６，０００円」に、「１７９，０００円」を「１８３，０００円」に、「１，９００，０００

円」を「１，９５６，０００円」に、「１２９，０００円」を「１３１，０００円」に、

「２５８，０００円」を「２６３，０００円」に、「３８８，０００円」を「３９４，０００円」

に改め、同表備考第４項中「９０４，０００円」を「９１９，０００円」に改める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の大和市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規

定は、令和３年４月１日から適用する。 


